
台湾視察レポート 
報告者：山下聖 

 
視察日時：平成２０年７月３０日 午前９時３０分～午前１１時３０分 
マンション名：大漢雙城四米五 
所在地：台北市農安街２０号 
総戸数：２０８戸（住民の４０数戸が日本人） 
築年数：築５年目 
管理費：１３０元／坪 （修繕費含む） 
    ※１元≒３．６円 
特徴：上記マンションの所在地は、台北市内でも高級住宅街（中山地区）にあ

たり同マンションも高級志向の仕上がりとなっている。 
   しかし、徒歩圏内（２～３分）に有名な繁華街（林森北路）があるため

同地区の中では、一番地価が安い。 
常駐スタッフ：総勢４名 マネージャー １名 
            日本語通訳  １名 
            警備員    ２名 
 
・建物の特徴 
①バルコニー 
  台湾では韓国と同様に基本的にバルコニーがない。同マンションも竣工時

にはバルコニー付きの造りとなっていたが、購入者が入居後、バルコニーを

部屋へと改装する。 
  しかし、同マンションに限らず素人工事が非常に多いため崩落事故などが

多発し、１９９６年にバルコニーを部屋へと改装することは法的に禁止され

た。但し、この法令も殆ど順守されていないのが現状である。 
②外壁 
  日本と同様にタイル仕上げやモルタル仕上げなど様々であるが、大規模修

繕の概念が非常に低いため、全体的に汚れがひどい。同マンションも築５年

目にしては汚れが目立った。 
③屋上 
   
 
 
 



 
④設備 
  ＥＶ：３台 オーチス製（？） 
  ＡＶ室（兼 集会室）※ＡＶ室は他のマンションにはない特別な施設 
  機械式駐車場 etc 
同マンションでは、日本のファミリータイプマンションと然程、差異は感じ

られなかった。防犯カメラのモニターは、管理員（マネージャー）室に設置。 
 
全体的に、施工技術等の問題も在るだろうが杜撰な仕上がりであった。 
 
 
・管理の特徴 
①管理会社 
  台湾の管理会社の殆どが独立系である。キャセイグループのみ建設会社と

管理会社がグループ企業として経営を行っている。 
②管理形態 

日本の分譲マンションと同様に台湾のマンションでも管理組合が結成され、

委員会（理事会）を設置し組合運営を行う。同マンションの委員の任期は

２年。 

     
   
  管理面においても全般的に日本とほぼ同様である。上図のように、管理会

社への一括管理方式を採用し、軽微な問題に対しては主任（フロント？）

が決定・処理する。大規模修繕やメンテナンスに関しては、委員会に主任

も参加し、共にディスカッションして決定する。（委員会決議、総会決議か

は不明。総会自体、存在しない可能性も。）しかし、維持・管理や修繕に対

する概念が非常に低く、必要な修繕でさえなるべく行わない慣習にある。
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よって、修繕積立金の概念もなく、計画的な修繕は行われていない。 
③資格 
  設備点検者などに対し資格義務はあるものの、点検技術レベルの問題や誤

魔化しなどのモラル的な問題などが散見される。 
④駐車場 
  台湾では基本的に駐車場も分譲となる。総戸数に対し何％以上の確保要や

維持・管理方法は不明。 
 
参考資料 
・同マンションの販売価格・・・約５０万元／坪 
※視察したマンションは約２５坪なので日本円で約４，５００万円 
※※約１５坪ほどの部屋を賃貸しても３５千元／月（約１２６千円）と高級で

ある。 
・駐車場代 
バイク     １００元／月（３６０円） 
機械式駐車場  ５，０００元／月（１８，０００円） 
平面駐車場   ６～７，０００元／月（２１，６００円～２５，２００円） 
 

 


